
佐野市在住の個人（世帯主）を対象として、市内販売店から省エネ家電を購入する費用を一部補助します。
申請期限は令和7(2025)年 1月 31日（水曜日）まで。予算総額に達した場合は期限前に終了します。

■補助内容

・補助率：購入経費の３０％ （千円未満切捨）

・補助上限額：1品目につき２万円
※申請は 1品目につき 1回限りです。

■対象品目(補助対象家電)

エアコン（省エネ性能 ★3.0 以上）

冷蔵庫（省エネ性能 ★3.0 以上）

照明器具（省エネ性能 ★4.0 以上）

■申請に必要なもの

・佐野市省エネ家電購入支援補助金申請書（市ホームページまたは右のQRコードからダウンロード）

・対象家電製品を購入したレシートや領収書、対象製品価格がわかる内訳書の写し

・対象製品の省エネ基準がわかるカタログ等の写し

・対象製品のメーカー保証書の写し

・自宅に購入した対象製品を設置したことがわかる写真

申請書提出・お問い合わせ先

佐野市役所気候変動対策課

住所 高砂町 1番地 電話 0283-85-7302
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よくある質問（FAQ）

Ｑ．申請方法について教えてください。

Ａ．佐野市省エネ家電購入支援補助金交付申請書に添付書類（下記参照）を添え、下記の方法で提出し

てください。いずれも予算上限に達している場合は受理できませんのでご了承ください。

①佐野市気候変動対策課窓口に持参（家族など世帯主の代理人による提出可）

②佐野市気候変動対策課まで郵送 （必要書類が不足していた場合は受理できません）

③佐野市公式ホームページから電子申請（このチラシ表面のQRコードまたは下記URLから）
https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/shimin/kikouhendou/oshirase/22133.html

(ホーム>くらし・行政>くらし・手続き>ごみ･環境・ペット>地球温暖化対策計画>佐野市省エネ家電購入支援

補助金)

（ホーム＞組織一覧＞市民生活部＞気候変動対策課＞お知らせ＞佐野市省エネ家電購入支援補助金）

添付書類は、つぎの4種類を申請書と一緒に提出してください。

１ 対象製品の価格がわかるレシートや領収書及び内訳書等の写し（購入経費がわかるもの）

２ 対象製品の省エネ基準（統一省エネラベル）が確認できるカタログ等の写し

３ 対象製品のメーカー保証書の写し

４ 対象製品を自宅に設置したことがわかる部屋の写真 （紙に印刷してください）

Q．補助対象製品を教えてください。

Ａ．補助対象となるのは、令和6(2024)年 4月 1日から令和7(2025)年 1 月 31日までに、市内

の販売店で購入した、新品の家庭用のエアコン、冷蔵庫、照明器具のうち、統一省エネラベルの多段

階評価点が下記の条件を満たすものになります。

・エアコン （★3.0 以上） ・冷蔵庫 （★３．０以上） ・照明器具 （★4.0 以上）

※ 統一省エネラベルの多段階評価点は、店頭または資源エネルギー庁の省エネ型製品情報サイトにて

確認してください。

Q．申請受付期間前に購入したものは対象になりますか？

Ａ．対象となりません。期間内に購入して申請してください。

Q．佐野市外の店舗やインターネット等の通信販売での購入は対象になりますか？

Ａ．この事業は、市内の事業者応援も兼ねていることから、市外の店舗やインターネット等の通信販売

での購入は対象外となります。

Q．市内で別に暮らしている家族や親せき、友人に贈る家電製品は対象になりますか？

Ａ．対象となりません。申請者（世帯主）の住民票住所の自宅に設置する家電のみが対象となります。

Q.買換え時に廃棄するエアコンの廃棄手数料は購入経費に当たりますか？

A.購入経費になります。家電リサイクル券などの写しを添付してください。

Q．本日、申請しました。補助金はいつ振り込まれますか？

A．約1か月から2か月後になります。原則、申請があった月の翌月末頃の振込となります。ただし、申

請が集中している場合は支払手続が遅れる場合がありますのでご了承ください。


